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「ＲＤ問題 滋賀県と周辺自治会の皆さんとの話し合い」の概要

日 時：平成２３年１０月２７日（木） １９：００～２１：００

場 所：栗東市コミュニティセンター治田東 大会議室

出席者：（滋賀県） 正木部長、藤本管理監、中村課長、岡治室長、井口参事、

伊藤主幹、平井副主幹、秦副主幹

※コンサル３名

（栗東市） 武村部長、井上課長、太田係長、梅田主事補

（連絡会） 赤坂、小野、上向、中浮気団地、日吉が丘、栗東ニューハ

イツの各自治会から計２７人（北尾団地：欠席）

（傍聴者） ０名

（県会議員）九里議員

（市会議員）太田議員、大西議員、下田議員、田村議員、林議員、

藤田議員、三浦議員

（マスコミ）４社

（出席者数 ５４名）

司会（滋賀県）：皆さんこんばんは。定刻となりましたので、ただ今から RD 事案に関する

周辺自治会の皆様方との話し合いを始めさせていただきたいと思います。その前にです

ね、前回 9 月 15 日の時に、ちょっと資料の忘れ物がございました。心当たりのある方、

県の方で保管しておりますので、来てください。すみませんけど、お願いします。

それでは、話合いの始めに当たりまして、琵琶湖環境部長の正木からご挨拶申し上げ

ます。

部長（滋賀県）：失礼いたします。皆さんこんばんは。大変お疲れの中を、お集まりをいた

だきましたことに、心より感謝を申し上げる次第でございます。本日は、この 1 次対策

工の協定書の案につきまして、ご議論を賜るわけでございますが、もちろんこれから協

議をさせていただくわけでございますが、こういうふうな段階まで話合いを進めていた

だきましたことに、まずは心より御礼を申し上げる次第でございます。この、本日この 1

次対策工の協定書にしぼりましてご議論お願いいたしておりますのも、これまでもお話

をさせていただいておりますように、国の方でもなかなか法の延長も難しいし、延長さ

れてもうちの本県の RD 事案が対象にしていただけるのかどうか、そうした非常に大き

な不安を持っておったわけでございますが、国の方でぜひあの、滋賀県の方からも来年

度には、むしろ対策工に着手をして、その上で法延長の要請もしてきたらいい、こうい

うふうな前向きなご回答もいただいたわけでございまして、ぜひそのためには、この 12

月には、この 1 次対策工につきまして、国の方に申請もあげさせていただいて、確実に

事業を進めさせていただきたい、そんなふうな思いでございます。またあの、これから

いよいよ予算時期が始まるわけでございますが、当然この 1 次対策工には相当な予算も
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必要となるわけでございますが、当然これはあの、県の方で予算化をするわけでござい

ますが、栗東市さんともどもにこうした予算確保や、あるいは国への要請と言ったこと

も、全力で当たらせていただきたいというふうに思いますんで、どうか本日も精力的な

ご議論賜りますようによろしくお願いを申しあげまして、冒頭に当たりましてのご挨拶

をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

司会：ありがとうござました。

初めにお断りさせていただきますが、本日は県、市と RD 問題にかかわる周辺自治会

の皆さまとの話し合いでございますので、傍聴の皆さま方からのご発言は受けないこと

として進めさせていただきますので、ご理解をお願いいたします。あと、本日の話し合

いですが、会場の使用時間の関係で、前回と同様 21 時 30 分までとさせていただきます

ので、よろしくお願いします。

それでは、本日お配りしました資料でございますが、次第を含めて４種類ございます。

A4 一枚の次第、あとですね、A4 の両面刷りの協定書の案、「RD 最終処分場問題解決に

向けた 1 次対策工事の実施にあたっての協定書」の案。あと、協定書別添図という図面

ですね。あと A3 の大きなやつ、３枚つづりなってますけども、「4.4 1 次対策について」

という資料が今日は配っておりますけども、過不足ございませんでしょうか？よろしい

でしょうか？

それでは、本日の話し合いの内容ですが、1 次対策工の協定書の案についてということ

で、進めさせていただきたいと思います。それではすみませんけど、説明の方、よろし

くお願いいたします。

参事（滋賀県）：えっと、そうしましたら、説明させていただきます。今、申しました資料

１と資料２というのがあるわけでございますが、この資料の２の協定書の案の方を説明

させていただいて、ちょっとそのしゃべる中で補足的にこの資料１の方を使わせていた

だくということで、説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

この資料２の RD 最終処分場問題解決に向けた 1 次対策工事の実施にあたっての協定

書（案）」ということでございますけども、これは昨年の 8 月 5 日に連絡会さんの方と覚

書を交わした中に、連絡会さんからの見解の中に協定書を結ぶというお約束をさせてい

ただいておりますので、それに基づいて作った物、というのを前段の方で書いておりま

す。まず１番でございますけども、甲、甲というのは滋賀県知事、は、別添図に示す掘

削範囲を、1 次対策工事における掘削の基本区域とする、と。それがこのもう一枚の協定

書別添図というやつでございます。この図ではですね、右上のところですと、特管相当

物、深度 0～3m×10m 区画とかって書いておりますけども、実際はこれ、他のドラム缶

が出てきたりしているようなとこ、あるいはドラム缶が出てくる可能性が高いというよ

うなところを掘りますので、こう書いておりますけども、実際は 5m のところ深さまでこ

の範囲を掘るということになるかと思いますので、ちょっとこの深度 0～3m×10ｍ区画

というのはちょっと削除するというようなことがいいかなと思います。で、あとの・・・。
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滋賀県：すみません、話の途中なんですけれども、お車でお越しの方で福祉センターに車

を停めておられる方、もしいらっしゃいましたら、福祉センターちょっと閉めてしまい

ますので、こちらの方にお車移動していただきたいので・・・

栗東市：あの、それは大丈夫

滋賀県：ちょっと、確認いたしますので、お待ちください、すみません。

参事：ちょっとあの、説明続けさせていただきます。ということで、この別添図の真ん中

の一番下のところの①特管相当物（VOC）と書いてるこの部分につきましては、地表面

から 1.5m ぐらいのところまで、高濃度の VOC を含む土壌というのを確認されておりま

すので、この部分は 0～3m で 10ｍ区画を基本として掘ることにしたいと。あと、残りに

ついては、深さは 5ｍを基本として掘るということで進めたいと考えております。

次に２番、協定書の２番でございますけども、1 次対策工事において掘削して場外に搬

出するものは、これまでの調査により確認された特別管理産業廃棄物相当の廃棄物土、

ドラム缶、ドラム缶の内容物が浸潤した土砂等とする、ということで、これはこれまで

から言わせていただいていることでございます。これまで見つかったこれらのものにつ

いて掘削、掘削して場外に搬出するということでございます。

次に３番目でございますけども、これはこの前の話し合いとかで、いろいろご指摘い

ただいたことをちょっと文章にしておるわけでございますが、実際 5ｍ掘った後にその底

あるいは側面、横の方にドラム缶なりが露出して見えてると、いうような場合について

は、それも掘りだして場外に搬出する、というのを基本としたい。あと、ただし書きが

ついておりますけども、ただし、除去にあたり地下水汚染の拡散のおそれがあると認め

られるものおよび除去のための工事に長期を要することとなると認められるものについ

ては、1 次対策工事ではなく 2 次対策工事において場外に搬出する。いうことで、書かせ

ていただいております。

滋賀県：すみません、先ほどの車の件ですけども、なごやか福祉センターの駐車場使えま

したので、お騒がせいたしました。すみません。

参事：今の３番のやつをですね、こっちの A3 の資料１の一番最後のところ、4-11 ページの

ところにちょっとイメージ図を描いておりますけども、これの左上のところの図ですね、

【方針１】で書いてあるやつですけども、こうやって掘りまして、ドラム缶が、ドラム

缶というか、掘り出すべきと考えられるものが、こうやって露出している場合について

は可能な限り取ると、この赤丸で囲んであるようなところは取ると。ただ下、黒丸で囲

んでるようなところ、下の浸透水の水面がある、あるいは水面が上がって廃棄物が水に

つかる可能性があって、それによって、こう取ってしまうと、それを通じて汚染が拡散

する恐れがあるものについては 2 次対策の方で除去したいというふうに考えておると。

どれくらい水位が変動するかというのは、これから、今もちょっと、水位がどうかとい

うのは、観測を続けておるわけですが、ここに右の方に約 11 m と書いておりますのは、
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この前からの 1 次調査ボーリングなんかで取ったデータで、一番高いのが 11 m ぐらいで

すのでそう書かせていただいておりますけども、そこからどれくらい変動するかという

のは、これからちょっとデータを取って、決めたいということでございます。

あとこの 3 番目の長期を要することなると認められるというのは、実際掘りましたも

のについては選別する必要が出てきます。燃えるものですとか、管理型処分場に入れら

れるもの、入れられないもの、あるいは埋め戻しが可能なもの、というようなものがあ

るかと思いますけども、その辺をやるのには、一定時間が要りますので、そう大量にそ

ういうものが出てきた場合については、2 次対策の方で対応させていただくと、決してそ

の、出来るのにやらないということではなくて、出来る範囲内で 1 次対策、精一杯やり

ますけども、そこから時間的に難しいものについては、2 次対策の方でしっかりと対応す

るいうことで考えておる、ということでございます。

次４番目でございますけども、2 または 3 の規定により 1 次対策工事において場外に搬

出されるもの以外の掘削物については、2 次対策工事の完了までに適正に処理することと

し、それまでの間は場内で適正に管理する。ということでございまして、先ほど申しま

した 2 番のところに書いておりますようなものについては、場外に搬出するということ

でございますけども、それ以外のもの、仮に今回 1 万㎥くらい、掘削すると申しており

ますけども、その内仮に、2000 ㎥ぐらいが場外に搬出すべきものとなった場合、残り 8000

㎥あるわけでございますけども、それについては場内に 1 次対策工事では置いておきま

して、2 次対策工事の方で選別なりをして適正に処理をするということで進めたいという

ことでございます。

次に 5 番目でございますけども、1 次対策工事掘削区域掘削後の底面については、電磁

探査を実施し、場外搬出対象物が存すると推定される場合には、2 次対策工事において場

外に搬出する、ということを書かせていただいております。これは 5ｍほど掘りまして、

あともう露出してるやつについてもすべて取ったというような状況になりましたら、そ

こで電磁探査、金属について反応するような調査の方をさせていただいて、それでドラ

ム缶なりがあるかなというようなところについては、2 次対策工事の掘削除去の対象範囲

とすると。これまぁちょっと言葉足らずなところもあるかもわかりませんが、推定され

ただけで取るということではなく、推定して実際そこを掘ってみて、あればもちろん取

るという意味でございます。そういうことで推定される場合には 2 次対策工事の時にそ

の場所を掘って、出すべきものは出すということで考えておるということでございます。

6 番目は、これもこの前の話し合いでご意見いただきました東側焼却炉跡の基礎コンク

リート、基礎の厚みが 1ｍくらいございますけども、それくらいのコンクリートの下の部

分についても、当該基礎コンクリートを撤去した上で電磁探査を実施し、場外搬出対象

物が存すると推定される場合には 2 次対策工事において場外に搬出する。ということで

ございまして、この部分、先ほどの別添図でいうと真ん中らへんになりますけども、電

磁探査出来てない部分ですね、この部分についてもコンクリートをめくりまして電磁探

査をやって、ドラム缶なりがあると推定されたような場合には、2 次対策工事の方で、掘

削の、掘削除去の対象として調べて取るべきものがあれば出すということで、対応した

いということで考えておる、ということでございます。

次に 7 番目でございますけども、1 次対策工事の実施に当たっては、掘削等によって新
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たに生活環境保全上の支障が生じることのないよう、適切な汚染拡散防止対策や臭気対

策を講じる。ということでございます。これはですね、この資料１の方の 4-10 ページと

4-11 ページの方に、言葉とか図とか写真とかで書かせていただいております。4-10 ペー

ジの方の表 4.4.4 にずっと字で書いておりますけども、ガス・臭気については、スプレー

散水とか、ミスト散水、霧状の散水ですけども、そういうことをする、あるいは、発生

源が露出した場合には、速やかに掘削除去して密閉容器に入れる。あとまぁ、可燃性ガ

スについては常時監視をする、というような対策を考えておる。粉じんの対策について

は、仮囲い、スプレー散水、ミスト散水、でまぁ、車両の荷台をシートで覆う、あるい

は密閉型の天蓋付き車両、なんかを使うと。車については低速度走行、あるいは、走る

所への散水、車両自体を洗浄する、この写真一番下のところにありますけども、こうい

うようなことをやるというようなことを考えております。有害物質汚染拡散防止対策と

しましては、もしドラム缶とかをガッとやって漏洩したような場合には、その部分を速

やかに掘削除去して密閉容器に封入して適正処分するという対応をしたい。あと、まぁ

雨水が廃棄物に浸透することを抑制するために工事前の事前準備として、シートによる

キャッピングを行うと。この 4-11 ページの右上の【方針 3】って書いてあるやつですけ

ども、掘ろうとしているところについて、事前にシートを被せておくということでござ

います。

3 つめの、4-10 ページの汚染拡散防止対策の 3 つめの●は、掘削中に廃棄物に触れた

雨水等が発生した場合には、速やかに揚水ポンプで汲み上げ水処理施設において処理す

ると。なお、雨天時の掘削作業は原則として行わない、ということでございます。これ

で掘った後については、4-11 ページの下のところですね、こんな形でシートを張ると。

で、そしたらここに溜まった水はどうなるんやというお話がでるかと思いますけども、

これにつきましては、水の方を廃棄物に触れないような形で集めまして、ポンプアップ

して外に出すと、いうようなことで対応したいというふうに考えております。次に騒音・

振動対策でございますが、これはまぁ仮囲いで覆う、あるいは車両は低速度で走行する

というようなことで、という対策を考えております。交通安全対策は、運転手に交通安

全教育をやる。あとまた対策工事の関係車両であることを明示すると。右側の方にちょ

っと例を書いておりますけども、こういうような形で明示する、というようなことを考

えております。

最後に環境モニタリングとしまして、以下の項目って書いてます、ガス・臭気・粉じ

ん濃度・騒音・浸透水・地下水の水質モニタリングというようなことについて、モニタ

リングを行うというようなことで、影響が出たか、出てないこと確認するというような

ことでやりたいということでございます。あと、協定書の方に戻っていただきまして、

あと 8 番の方は、本協定を締結した証として 7 通作成して、それぞれが保有するいうよ

うなことで書かせていただいております。

以上が協定書案の説明でございます。質問等ありましたらよろしくお願いいたします。

住民：あのですね、2 番のね、特別管理産業廃棄物相当、これについては住民はずっと反対

してますよね。またこんなところで何でこんなん出てくるんです？あの処分場は安定型

ですよ。管理型にするつもりですか？どうするんです？管理型にするんですか？あの処
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分場を。管理型相当ですよ、こういう、どけたって。そういうことですか？答えてくだ

さい。

室長（滋賀県）：これはもう既に見つかっております VOC が特管物相当の基準で出てたと

ころの部分と、それから医療系の感染性の廃棄物と疑われるもの、これも出てますので、

これのことを言ってるということでご理解いただきたいなと。

住民：ということは、1 次的にこれを先取って、それから以降のやつはまた後日取ると、同

じ場所でももう一回とると、そういう意味ですか？

室長：はい、あの今ここでわかってる、この掘る位置にあった、前から調査結果が出てま

すVOCの特管物、それから医療系の感染性の疑いがある廃棄物、このことを指してます。

今これについては 1 次対策工事で既に分かっているやつ、ということで、そういうこと

を特定をしてるものでございますので、今後のやつのところの、あるいはここでまた 2

次調査してやるやつ、これはまた別の話でございます。

住民：同じ場所でも、2 次調査は 2 次調査、そういう意味ですか？

室長：そういう意味です。

住民：わかりました。それについてはわかりました。そして、そのね、5 番の電気探査、5

番とか 6 番も出てくるけど電気探査というの出てきますね、ちょっとこれ浸透水があっ

て、電気探査正確に出ますか？私は今いろんなところから聞いてますけどね、浸透水が

あって水があるとね、電気探査うまくできないというふうに聞いてるんですよ。これで

出来るんですか？正確に出るんですか？

コンサル：建設技建の●●と申します。ここで書いてます一応電磁探査ということで、EM

探査、焼却炉周りでやらせてもらった電磁探査になりますけども、一応地表面から磁場

をはってまして、それに誘導した磁場を観測するということになりますんで、水があっ

ても特に支障はありません。

住民：これで見つかるのは金属だけですか？金属以外のものでも見つかる？

コンサル：磁性体ですね、磁性体いうのは磁場に反応するもの。

住民：磁場に反応するってやっぱり金属でしょう？

コンサル：金属系ということですね。

住民：それで汚泥であるとかそんなんわかるんですか？汚泥とかもわかるんですか？
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コンサル：わからない。

住民：焼却灰もわからない。

コンサル：わからない。

住民：そうですね。わからないですね？

室長：これはあの、ドラム缶を探しに行くということで 5ｍ掘って、出たるやつは取って、

もういっぺん電磁探査して、そこにまだ底にあるのかないのか、或いはちょっと下にあ

るが見え、探せてないのか、ということを見たいという。

住民：ということはね、これもって、その場所は調査終わりましたよ、というんではない

ということですね？それだけはっきりしといてください。

室長：あの、ボーリング調査で全体でやってます。ここについても、この辺りについても、

環境基準を超えたボーリングのデータ分析が出たところがあります。それはまたそれで、

全体の中でやっていくという話でございますので、今はここの 1 次対策、今までやった

調査の中で出ている、さっきも言いました特管物の VOC が非常に濃かったとこ、医療系

の感染性の疑いのある廃棄物が見つかっているところ、ドラム缶掘って出てきて、電磁

探査で他にもちょこちょこと金属反応があったところ、それが今対象を、1 次対策という

てます。ここも含めてボーリングの環境基準を超えたところがございます。それはそれ

でまた全体の中で、この部分も入っている部分もございますので、それはそれでやって

いくということでございます。

住民：もうひとつ、D-2 の井戸のあるとこね、これあの焼却灰があるよと言ってたところで

すけども、分析して下さったのを見たら、やっぱりあれは焼却灰ですね、あれも。鉛も

相当出てるし、ほう素でしたかね？その場所も、これ横掘られますよね？これその時は、

この土はもう元には戻らないですね？戻さないですね？一旦掘ったやつは戻さないです

ね？戻すとなるとちょっと問題やと思う。私は焼却灰やと思ってるから、戻してもうた

ら困る。

室長：この部分については金属反応出ているところで、長方形のここの部分ですね？金属

反応出たところでドラム缶を探しに行くと。で、あれば、そういうものは出すと。あと、

後のものについては仮置きすると。なんで仮置きするかというとさっきから言ってます

ように、後の 2 次対策でもっとたくさん出てきますので、それと一緒に効率的にやって

いくということですけど、そこにはまたあれで、廃棄物が混じってますんで、廃プラと

か木くずとか混じってるかもかわからんし、いろんなもの混ざってます。それはそれで、

ゴミは出す。後の部分で埋め戻せる部分は埋め戻すということですけど、それはまぁ基
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準をクリアしたものしか戻せないということでございますので、悪いものあったら戻さ

ないという。廃棄物は戻さない。悪いものは戻さない。

住民：ここは焼却灰ですから、この場所は絶対戻してもらっては困ります。そういうこと

です。

住民：あの鉛がたくさん、鉛が含有してるがところがたくさんあります。それをまたその

まま埋め戻されましたね。それはこの 1 次対策工では除去はしないんですか？ここに何

も書いてないですけど。

室長：今はそれいろんな議論があって、まだ 2 次対策の部分でいろいろお話し合いを継続

している部分もございます。それはそういう部分も、話の中ではあるかなと思うんです

けど、今 1 次対策としましては、ここの部分の先ほど言ってます特管物で非常に VOC が

高いっていうてたところや医療系のやつがあったところ、ほんでドラム缶。これを 1 次

対策でやらせてほしいということでございます。後の部分はいろいろまだ議論をさせて

いただくところがあるんですけども、その中にはそういう話もあるということは私らも

認識しておるんですけど、1 次対策としては、これに限って一年間でやれるこの部分をさ

せていただきたいいう、こういうことです。

住民：将来的に言われる、将来的にですね、それはそのままにしておくのか、それとも、

将来的にはそれを持ち出すのかですね、その辺のところはどうなんですか？

室長：今はちょっと切り離して、ちょっとまた議論をさせていただくということで、それ

はまた、近々これと並行して、これは協定書結ばせてもらってですね、どんどん進めて

いくわけですけども、あと 2 次対策の中で、ボーリングの結果とか踏まえながら、今後

またいろんな調査しながら、2 次対策決めて、議論させてもらう部分があるんですけども、

そこでまた議論させていただくということで、ということになるかなという思うんです

けど、1 次対策につきましては、ここの部分の、今の対象のものはとれということで、さ

していただきたいと。

住民：いや、それはわかるんですが、だから言うてるように、将来的にですね、例えば 2

次対策工でそういった物を持ち出すのかどうかですね、その辺のところはどうなんです

か？県の見解として。

室長：その辺はまた議論させてください。それを今議論すると、他にも議論することがい

っぱいあるかなと思うんですけど。

住民：だけどそれが大事なもんなんでね。大事なことですよ、それは。

室長：お気持ちわかって、今までから議論している項目がたくさんあるということは認識
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します。それだって、ちょっとこれはこれで進めながら、2 次対策工は 2 次対策工でまた

ご議論させていただきたいなと考えておりますので、よろしくお願いします。

住民：その辺のところをちょっと文章的に盛り込んでもらわないと、このままではちょっ

と納得しかねるんですけどね。

部長：ちょっとそれに話が及ぶとですね、まさにあのそれぞれお一人お一人がきっとおあ

りだろうと思うんですね。やってるこの 1 次対策工っていうのはとにかく国もですね、

この延長を言うてくるんだったら 1 年前、1 年と言いながら実際には 4 月から入って設計

を組んで、実際には実績報告出そうと思っても、1 月くらいで終えないとだめだと思うん

ですけど、その間に出来ることだけしか、要は国にはあげられませんので、ですからそ

の・・・

住民：それはわかってます。

部長：逆にそれ以外の部分の、2 次対策工でやる部分については、逆にそれは充分これから

話させていただくという、そういう仕組みでさせていただいていると思うんですけれど

も。

住民：だから、だからですね、県の見解としてですね、仮にここ、文章に盛り込まんでも

結構ですけれども、どうなんですかと、そういったものは完全にわかってる、わかって

ますわね？あそこにあるということは、県も確認しておられるわけですわ。それをね、

将来的にやっぱりそれを持ち出すのかどうか、そういうところを聞きたいわけです。

部長：もしそれだけ、

住民：いや、それだけやないんですけども、今現在わかってるものがね、それほんで、な

んちゅうか掘り返して埋め戻されました、だからそれも将来的にもそのままにしておく

のか、それとも、それをね持ち出すのか、ということですわ。だからほんで、そういう･･･

（同時にしゃべる）

室長：あの、鉛につきましては、前から議論させてもらってまして、梶山先生の意見を踏

まえながら、pH 依存の試験もさせてもらいました。それにつきましては、いろんな底質

調査法でやって、pH 変えてやって、というデータが出てますので、これにつきましては、

また委員さんの意見も聞きながら、対策工をどうしていくのかなというところを、この

まま詰めていくという、詰めていく話をさせてもらいながら、専門家の意見聞きながら

やっていきたいと思いますので、今ちょっとここに早急にここへどう書くということは

ちょっと切り離して考えさせていただきたいなと思いますので、

住民：いや、だからね・・・
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室長：なんとかご理解を。

住民：いや、それはわかるんです、だから切り離してでも結構ですからね。

部長：それはもう当然にこれからもう一回話し合いの中でもさせていただきますし・・・

住民：ほんで持ち出す用意はあるのかどうかということ。だから、そういうことを確認し

たいんです。

部長：はい、結局ひとつそれだけをもってですね、じゃあそれだけは出しますと。じゃあ

他のはどうするんだと・・・

住民：いやいや、当然他のもいろいろありますけども、今現在それがわかってるからね、

あそこに県の方が埋め戻されたということがわかってますからね。それについては将来

的にやっぱりね、これも掘りだすんやと、他のものもまたいろいろ検討してですね、そ

ういうふうにするという、そういうね、部分が確認できれば、それでいいんですけどね。

部長：これまた先生方にも集まっていただいてですね、ご議論いただくんですが、そこで

ぜひそれを出すべきだと、国の方でもそういうふうな一定の方向が出ればですね、我々

の方もそれはそれで全然異論はないわけですけど、またそれが、いうならば、安全だと

は言わないでしょうけども、きっとやはりそういうふうな一定の行い方とか言われると

思うんですが、それもその、尊重しながらやっていくということになろうと思います。

住民：鉛っちゅうのは普通の鉄とまた違いますからね。基本的に言えますからね。

住民：こっちの話に戻したいんですけど、いいですか？協定書の話、じゃない話されてる

んで、そういう話あったとしてもいいんですけども、今日のメインテーマはこの 1 次対

策工の協定書の話なので、2、3 質問をしたいんですけど、えっとね、1 点目は情報公開

に関して、です。工事が公開で行う、我々が見れるかどうか、それから、その出てきた

ものの分析をどういうふうにしていくのか、それについての結果はどういう頻度で発表

されるのか、つまりこの工事に関わる情報公開に関しては、何の協定にも盛り込んでい

ないので、それを明確化してもらいたいというのが 1 点目です。それから 2 点目は、3

のところですけども、後半部分、除去にあたり地下水汚染の拡散のおそれがあると認め

られるものおよび除去のための工事に長期を要するものと認められるって、認められる

のは誰が認めるんですか？ということで、一方的に県側はこれは長期だとか、これは拡

散のおそれがないとか言われると、こちら側は困るので、これは判定はどうされるんで

すかっていうところ、この 2 点を教えていただけますか？

管理監（滋賀県）：えっと、2 点のご質問ですけども、まず 1 点目の情報公開につきまして
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は、当然工事の内容について、大変ご心配の部分もあろうかと思いますので、いわゆる

工事の今の進捗状況とか、あるいは現場での見学会等ですね、ただどんだけに 1 回出来

るかという点についてはちょっとあの工事の受け持ったところの業者さんなりと、或い

は工事の安全の面もございますので、その辺を踏まえて具体的なことはまたご説明させ

ていただきたいと思いますが、今おっしゃられました情報公開とかいうような形、或い

は分析結果というものについての公表については当然行おうと思っておりますので、こ

こにまた追加をさせていただいて、修正をさせていただこうかというふうには思ってお

ります。この点については、当然そういうふうにすべてきやというような思いもあった

んで、書いておらないということでございます。

それから 2 点目のこの認められるという形についてでございますが、実際、あのはっ

きり申し上げまして、5ｍほど掘ってみて、どういう状態になってるかとかいうことで、

現実的にいろんなケースなり、レアケースも含めてですね、いろんなことが起こってく

るということもございます。地下水汚染の拡散につきましても、思った以上にジュクジ

ュクしすぎてて、何かそのいかにも浸透水の水位が周辺の井戸の部分じゃなしに、ここ

だけ若干高かったとかいうような点も、またこの工事の中でわかってくると、そこら辺

ちょっと対策の考え方も変えていかなということで、とりあえず認められるという形に

したのは、もちろん両者当然お話もしながら、実際の工事をしておられる業者さんの専

門的なことも聞きながら、合意しながらやっていければというふうに思っております。

以上でございます。

住民：えっと、そういうことは多分あの、この文言に修正はこちらから要求して、今の項

目に関しては柔軟に対応していただけるというふうに考えていいですか？つまり、これ

から多分住民側がこの協定書案なんか内部で詰める中で、情報公開の項目を 1 項目加え

させてほしいとか、それから今の言った認められるとかっていう判断に当たっては、工

事のなんていうんですかね、方針にかかる判断にあたっては住民側と協議する、という

ような文言を入れるとか、そういうことに対する対応に関しては、柔軟に対応できると。

具体的な文言がどうなるかは、もう少し詰めないとわからないですけど、そう考えてよ

ろしいですか？

管理監：あの、そういう形でこの協定書に当然盛り込むべきというような住民側さんの意

見でしたら、そういう形で、そちらさんから修正案を出していただいて、うちの方とま

た調整して、入れるということは当然行っていきたいと。こちらの案を押し付けるとか

いう意味じゃございませんので、はい。

住民：とすると、これあの、当初はですね、10 月の中ぐらいまでには結びたいというふう

におっしゃってて、もう 10 月おしまいの状況なんですよね。今部長さんおっしゃったよ

うに、早めに環境省の方との交渉にも入りたい、予算案の要求にしなければいけない、

というような状況なんですけども、我々住民側としても、少し話し合う時間が欲しいん

ですが、そのタイムスケジュール的には、どのくらい我々には協議する時間があるんで

しょうか？
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部長：だいたい我々が思っております、逆算してくるとですね、11 月の 10 日くらいまでに

いただければ有難いなという思いもあります。一つは、環境審議会にこれ必ず諮らなき

ゃいけないというのが県の方にもあります。それから当然の栗東の市の中で合意をいた

だかないといけない。県議会にも説明して、まぁこれ、これを出しますと・・・

住民：その 10 日ってのは、こちらの意見が出る期限が 10 日ではなくて、合意したもう完

成品ができるのが 10 日ぐらいということですか？

管理監：こちらが厚かましいお願いですと、そこら辺の 10 日過ぎには協定を結びたいとい

うふうに思っておりますけども、ちょっとそこら辺についてどれくらいで住民さんの方

で、今後各自治体さんのご予定等があるかと思いますんで、出来れば修正の案について

は、逆に言うたら時間的なものがありましたら、だいぶ今意見聞かせてもらいましたん

で、うちから修正をこんなんでどうですか？という部分でいって、今の意見を聞いた部

分でもう一回すぐ・・・

住民：いや、県に任せてるといつ終わるか分からない。今回も大分遅れたので、それだっ

たらいくつか住民側に話をして、なんとかこうキャッチボールでやってまとめていった

方がいいと思いますけれども、

管理監：そういう形でお願い出来ればというふうに思います。

住民：もうひとつ、2 番目ですけども、その土砂等と書いてあるのは、これは廃棄物も含ま

れるいうことでしょうか？浸潤した・・・

室長：そうです。廃棄物も、

住民：土砂だけじゃなくて、廃棄物も含めての話ですね？

室長：出たものが浸みこんだものということですので、その辺の浸みこんだもの。

住民：要するに汚染されたものは取り除きますよと、そういうことですね？

住民：ちょっとその件についてですけども、このドラム缶の内容物が浸潤した土砂等にな

ってますが、これあれですね、計画見ますと 5ｍしか掘らないとなってますが、ドラム缶

からでたものは、それの下に沈んでると思うんです。そうした場合にですね、5ｍに限定

して対策工をやるというのは、その文言と合わないと思うんですが、どうですか？特に

VOC なんかは、下へ沈みまして、一番危険なものやと思うんですが、そうした場合にね、

5ｍっていうですね、今言われてるのは、これちょっとおかしいと思うんですけども、そ

の辺どうですか？
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住民：3ｍです。●●さん、3ｍです。

住民：5ｍに修正するって。

住民：ク－５については 3ｍです。

住民：あ、そうですか。

住民：だからこれがこれが特管物の VOC ですから、これの方が。今おっしゃってるのは 5

ｍです。いやいや、3ｍです。

部長：あの、今のお話ですが、要は 1 次対策工で時間的に出来るものについての話ですの

で、逆に言えばそういうふうな、ある意味で非常に危険な物質が発見されたようなとこ

ろは、もうそこである意味では 1 次対策工のところではマークをするわけですので、そ

れについては 2 次対策工のところで改めて調査が必要なところは調査をするし、取りだ

すのは取りだすと、こういうことになると思います。

住民：それ確約してもらえますか？

部長：それはもう、ある意味では当然の話になりますから。

住民：中でも特にこの 1 番のク－５の場所、これ 3ｍしか掘らないようになってるんですけ

どよね？

部長：●●さん、今ご心配なのは、それで終わりなのかと、

住民：そうそう。

部長：極端に言ったらもうそれで終わっちゃうんじゃないかと。そうじゃなくて、これは

あの 1 次対策工ができる期間が当然ありますので、その中で出来ることはそこら辺が限

度だろうというふうに我々も思ってやってるだけであってですね、これもっともちろん

そこで出来れば良いんですが、そうしますと、そこは出来るけど他は出来ないという話

になってしまいますから、あくまでそのこの 1 年の限られた時間の中で出来るのはそこ

までだと、という話ですんで、なんかそこで終わりみたいな話ではないということ。そ

れはもう当然のことだと・・・

住民：これはまぁ、この間から県は一貫してそれを言っておられるわけですけども、我々

としたらですね、わかったものはやはり下までちゃんと 1 次対策工を完結するという意

味で、この周辺をきちっとやってもらいたいという希望を大分言っとったんですが、今
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もまた 5ｍ、3ｍでやめられるということになりますが、どうもね、納得があまり・・・

部長：要は物理的にですね、さっきからちょっと言いますけども、国の方に法延長をお願

いをして、その中で出来る物理的に来年度に出来る範囲はそのくらいであろうと、いう

ふうに我々も前提をしてやってますんで、何かそこで非常に危険な物質等があるんじゃ

ないかと非常に改善性があるにも関わらずですね、そこでもうなんかフタをしてしまう

とか、そんなつもりは毛頭ありませんので、それはもう当然に 2 次対策の中でさせてい

ただくと、こういうことでご理解をいただきたいと思います。どうしても、その国のも

の、一年間の完結しないものはいわゆる補助対象にもなりませんので、それはまたある

意味ではそれをするんであれば、まさに県費で全部しなさいとこういう話にことになっ

てしまいますから、当然あの、非常に地下水に今すぐに明らかに危険があるというもの

もあれば、そうであれば、他の工事を止めてでもそっちをするというようなこともそり

ゃ考えなければいけないかもしれませんが、それはもうやっていく中で考えていくとい

うことになろうと思います。今おっしゃられたように、3ｍなり 5ｍ掘った時に、これを

ここで止めたら危険だなと、いうことであれば、他の工事を止めてでもそれをするとい

うような変更申請をしてでもですね、するということも、それは充分あると思うんです。

住民：分かりました。ぜひそれをまぁ確約して提案ほしいと思います。

住民：すみません、あのちょっとお聞きしたいんですけども、1 番に掘削、ごめんなさい。

1 番にあの掘削範囲内を示されておられて、それの中で、調査の中で廃棄物とドラム缶、

ドラム缶の内容等が見つかれば出すと、いうことなんですけども、その方法として電気

探査をすると、電磁探査をするということなんですけども、電磁探査で反応するのはだ

いたい水分やと思います。でも、この中でそういう具合に考えると、ドラム缶が見つか

らなければ掘らないということを思っていいんですか？ドラム缶以外に、有害物が、ド

ラム缶が原因で有害物があるということじゃなくて、それもそうなんやけども、それ以

外の原因で有害物があるということも、ね、あると思いますので、そっちの方に関して

はどうなんでしょうか？ちょっと言い方があれで。

室長：すみません、その大きい資料の中の 4-7 ページのところに電磁探査の結果載ってます

けども、赤やら緑やら出てあるところ。こういうものを参考に、ここ、これを金属ある

んではないか、というところで、これよりもかなり広い範囲で、こういうような掘削の

場所、選定を、選ばせてもらってやるということでございます。これは先ほど言うてま

すように、VOC の濃いのが出たのと、医療系の感染性の疑いがあるところが出たとこ、

あとドラム缶、というのがターゲットの調査、調査じゃなくて対策工でございます。掘

ってるうちに、その中にもっと違うのが出てくればですね、例えばドラム缶じゃなくて、

ポリタンクが出てくるということもあるかもわかりません。あと、目視でわかるその悪

いものと、というもの典型がドラム缶なりそういう容器かなと思うんですけども、あと

その、そういうものが混じっているその廃棄物で、非常に有害なものがあるもの、これ

は目視でなかなか分からないですけど、それにつきましては、並行してやっております
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ボーリング調査、ここの範囲もそのボーリングの中に入っておりますので、2 次調査をし

た中で、その悪いところを掘るというのは 2 次対策でやっていく、ということでござい

ます。今は、ターゲットとしては、先ほど言うてます廃棄物としては、そのドラム缶と

VOC の高かったところと医療系というのをターゲットにしてこうやって掘っていくと、

いうことでございまして、そこにもっと汚染されたものがあるんじゃないかというもの

があるという調査につきましては、この場所も含めた中で全体のボーリング調査のコア

分析結果が出てますので、それの広がりをみていくのが 2 次調査として、また並行して

やっていくと。これは 2 次対策で・・・

住民：だから、その場所で、既にわかってるところもあるわけでしょう？ドラム缶以外の

ところで、それであるならば、そのついでに掘削範囲内が決められているんやから、全

部掘削したらいいんじゃない？違いますか？

管理監：要は協定書の裏面の書いてある掘削の広さですね、この部分は例えば真ん中くら

いで、電磁探査で反応が出たって、そこら辺掘ってみて、もしなかったとしても、この

範囲は、しっかりと掘らせていただくということでございますので、はい。

住民：よろしいですか？2 番 3 番、2 番 3 番 4 番目の範囲、搬出の件なんですけど、これ仕

分け、掘削しながら仕分けしながら、出していくわけなんですけど、先ほどなんか戻す

ものがあれば戻す、どうやこうやって話があったんですけど、これ掘削したやつは出し

ていただけるんですね？仕分けしながら。そういうふうに解釈していいんですね？ちょ

っとその辺がちょっとわかりづらいんですけど。

室長：この形で、最低この形の中に入ってあるものは掘り上げてしまうと。そこで出てき

た例えば VOC の高いところ、これ全部出してしまうと。あとドラム缶出てきたらそれは

そこから漏れたものも含めて取り上げて、出してしまうと。医療系も出します。あとの

ところ、例えば廃プラとか木くずも若干あったり、鉄くずが若干混じってたり、という

ようなものも含めた土砂のものは含めて、水がかからないように対応してシート被せて

置いておく。これについては 2 次対策の中で、中に入ってある＊＊＊でより分ける。廃

プラ入ってたらより分けると、みな作業が要るんですけども、あとまぁ、これちょっと

細かくまた後で決めていかなあかんのですけど、コンクリート殻があれば、ちょっと＊

＊＊ですけど、割って、埋め戻し材に使う、或いは、土の部分があれば検査して大丈夫

であれば戻す、というようなこともあるかもわかりません。これはもう廃棄物はもう出

してしまう必要がある、というようなことで、後の 2 次対策で選別をせないかんかなと

いうことです。

住民：その選別はどういう形でやるかっていうのは、ここには載ってませんが。

室長：これには載ってません。適切なと、こういう言葉でしか出てませんけども、きちっ

と処理費も最小限で済むような、あるいは有効に活用できるような形で選別した上で処
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理をしていくということ。それはほんで選別とかのテント立てたりというようなことに

なるかなと思うんですけど、ヤード作ったりと、そういうのについては 2 次対策の中で

大量に出てきた廃棄物と一緒にやるのが効率的だろうと。今のこれだけの分をそういう

作業は非常に非効率であって、手間がかかるので、後で 2 次対策の中で併せて一緒にや

る、こういうことです。

住民：ということは、どれだけ出すかってのは、現在ではわかってないわけですね、出す

量っていうのは。曖昧ですね。

前回話し合いの時にお聞きした時は、掘削したやつは全部出すんやと。はいそうです

かと、二度三度聞いたら、掘削したらみんな出さないかんのやというふうに私は解釈し

たんですけどね。念を押すために三回ほど聞いたような気がしたんですけどね。掘削し

たら全部出す。法的にそれ決まってるような感覚でしたけど、じゃあないんですか？前

回の時。

室長：あの、今のこの形で、こののりも書いてるこの図のような形を掘り上げるのは掘り

上げる。

住民：1 万、約 1 万㎥。

室長：ええ。であの・・・

住民：全部出すというふうに私理解してた。

室長：ここの場所からは出し、そこから言うてるようなやつはすぐ場外で処分する。対象

の物は先ほどちょっと言うてましたけど、何回か言うてるその分については出す。あと

の廃棄物の混じり土砂については、仮置きして、後の 2 次対策で出てくるものと一緒に

選別して廃棄物をそれぞれ選別して、廃棄物は埋め戻せないということでございますの

で、後で適正に処理するということです。

住民：そういうふうに前回の時は受け止めなかったんですけど、法的にはあれ、処分場掘

削、跡地を掘削したらみんな出さないかんっていうふうに法律がそういうふうになって

るっていうふうなことも以前聞いた気がするんですけどね。

室長：あそこはもう処分場じゃないので、廃棄物は全部出さないかんということでござい

ますので、廃棄物を選別して処分するということでございます。

住民：選別じゃなくて、掘削したやつはすべて廃棄物、廃棄物土、すべてじゃない、廃棄

物以外のものも入ってるんですか。あそこは廃棄物しか入ってないわけですよ。前回の

時は全部出すって明言しましたよ。三回は聞きましたよ。
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住民：だって外から持ってきたものでしょう？初めからあったものじゃないから、掘った

らやっぱり出さなきゃいけない。

室長：はい、コンクリート殻とかいろんなもの入ってます。コンクリート殻は汚染されて

なければ、細かく砕いた埋立、埋立材としてリサイクル、埋立材として利用できるもの

もある。そういうものの選別をさせていただくと、こういうことで、廃棄物、廃プラで

あっても、廃プラは安定型にも埋められてたものですけど、それは廃棄物なので、もう

当然ここには埋められないということのことでございます。

住民：いやいや、その 1 万、約 1 万㎥掘削して、掘削する。それはすべて撤去してもらう、

というふうに、そうせないかんという法律がなってるっていうふうに聞いてますけど？

前回もそれの流れの中で、答弁していただいたというふうに。それをどこに持っていく

かという仕分けは当然せないかんのですけどね。どこの処分場に持っていくのか、中間、

どこにそれをするのかっていうのは当然仕分けせないかんけど、それをまた戻すってい

うことは、ちょと考えられない。

住民：議事録の開示がもう何回かしてないんだけど、見せたくないってことがあるんかな？

室長：そんなことはない。なかなか議事録作るの大変な作業でございまして、出来たもの

から順次出してますので、ちょっとまぁ若干確認、うちの方で出来たものを確認してや

ってますので、それはそんなことございません。

住民：何か作為があるように見えるけど？

住民：いや、原則出すんでしょう？原則で出すんだけど、そのコンクリート殻とか、土だ

とか、廃棄物というもんではなくて・・・

室長：そういうことです。

住民：処分場に、あそこに置いといていいものだけは、残す場合がありますということな

んでしょう？

室長：そうなんです、そういうことです。

住民：せやけど、コンクリート殻も廃棄物です。

室長：コンクリート殻はリサイクルして埋め戻し台にも出来るという、これ一つの例とし

て言わせてもうた。

住民：あそこって掘ったらみんな真っ黒やった、最初。真っ黒やということはもう汚染さ
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れてるということです。

住民：いや、分別して戻してもいいんですよ。

部長：私も先だって岐阜へ行ってみてきましたですけど、やはり全部こまめにその分別を

しておられましたので、だからあの、通常の土であるとか、そういうような汚染されて

ないものであれば、戻してもいいけども、逆にそれが選別出来ないようなものは当然戻

したらあかん、当然そういうことです。

住民：どうして仕分けするの、汚染されてる、されてないの、どういうふうな判断をする

の？

住民：いや、それは 2 次対策で椿洞みたいな施設を作って、どういうふうにどういうふう

な機械を使ってどういうふうな基準で分別しようかっていうのは、2 次対策での話し合い

になるんですよね？

部長：もちろんそうです。

住民：そうですよね？だから、今回 1 次対策では仮置きをしますということを認めてくだ

さいっていう提案なんだよ。

住民：ちょっともういっぺん聞きますけど、掘ったものは全部仮置きするわけですね？埋

め戻さずに。

室長：そうです、出すもの以外は仮置き。ちょっと変な話ですけど、ドラム缶とか VOC の

高い特管物とか、そういうものは当然、

部長：ただちに処分場へ持っていっちゃいますので、

室長：後の物は全部仮置き。

住民：戻さずに仮置きする？

室長：そらもう戻しません、今この図のあるように、深くなったところはシートで囲って、

この 4-11 の右の下のこういうことになる。

住民：いやいや、1 次は 1 次の対策工ですから、完結してもらわなあかん。仮置きして、ま

た 2 次でっていうのはちょっと理解しにくい。

管理監：実際の大規模に＊＊＊ても、廃棄物等掘り起こしたもの出てまいります。それに
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ついては、当然あそこでほとんど工場的なものですね、作って、機械選別、手選別等す

べてをやってという形をしますので、1 次対策の中でそのあの選別体制を整えるというこ

とは、時間的にもまったくそれだけでも半年ほどかかってしまいますので、そういう意

味で、1 次対策については、掘って、すぐにどっか、先ほどからの室長言っておりますよ

うに、特管物相当とかそういうものについては、速やかに出しますけども、それ以外の

ものについては仮置きして 2 次でしっかりした選別の体制を取って、その中で、しっか

りと分けていくということをさせていただきたいというふうに言っているわけです。

住民：その仕分けするにしても、どう、先ほども話ありましたように、何を基準に、どう

やって仕分けするんですか？我々、ちょっとそれも聞かせて欲しい。もしそうするんで

あれば。特管物っていうのであれば、どれをもって言うのか。

室長：また今、これについてはまだあの議論させてもらうてないし、案も出させてもうて

ません。またその廃棄物は選別して、廃棄物の種類ごとにまた分けていくことになると

思いますし、大丈夫なものは、一体大丈夫ってどうやって判断するんやっていう話が、

単位体積当たり、どれくらいでどうやって測るんやっていう話もありますんで、それは

ちょっとまだこれからいろいろ提示させていただいて、話やっていきたいと、こういう

ふうに思ってます。

住民：フタ空けてみたら仮設の廃棄物が山盛りなってたと。出すのダンプ 1 台か 2 台やっ

たと、いう可能性もあるわけですね？仕分けの仕方によっては。

室長：基本的に廃棄物、廃プラとか、あそこに埋められてる、安定型でも埋められたよう

なものでも、廃棄物は出せる、埋め戻せませんので、それ以外の言われているような大

丈夫なもん、については埋め戻せるということですので、それは選別、若干やってみな

わからんところもありますけども、それの安全性の確認みたいなやつについてはまた、

具体的にご提示させていただきまして、議論させていただきたいと、こう思ってます。

住民：普通ね、ああいう場所をどういうかっていうと、廃棄物処分場って言うんやわ。廃

棄物じゃないものを何であんなところ金出して持っていくわけ、ないやろそんなこと。

そんで、今の話今日初めて聞いたんやけど、こんなもん対策立てる話の前からちゃんと

決めてかかるもんとちゃうん？選別なんて今日初めて聞いたよ。今までは掘ったものみ

んな場外搬出って聞いてきたのに、今日そういうこと突然言われても、ころころそんな

方針変えられたら困るんや。

部長：あの、いわゆる廃棄物はもう基本的にこれほとんど場外に出さないといけないこと

になって、

住民：だからあそこは廃棄物処分場でしょ？
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部長：いや、それでですね、いわゆる通常の土、一番はっきりしてるのは通常の土で別に

汚染されていないような土は当然中にはあるわけですね。それをじゃあ全部お金かけて

出すのかっていうのは、それはどこの処分場でもしてないわけですね。ですからそれに

ついては逆に言うと、これはもういくら代執行であっても県の責任でこれやっていくわ

けですので、環境省の方からも厳しいチェックは入るでしょうから、その中で他の処分

場でもやってるのと同じような形で、逆に言うと、環境省とも協議しながらやっていく

と、こういうことになると思うんです。

住民：いや、お宅らの考えはおかしい。どうもない土やったらね、反対に金くれるのよ、

持って行ったら、業者は。

部長：いや・・・

住民：土を普通処分する場合ね、金くれるのよ、持って行くと。どうもない土は。ああい

うところ金払うて持って行くということは、きれいな土はないわけ。いわゆる廃棄物の

処分場。

部長：いやいや、単なる覆土のようなものであればですね、汚れてないものもあるかもし

れないわけですし。

住民：覆土は上だけやろが。

部長：いやだからそれを別に何も廃棄物ではないわけですよね？

住民：そうそう、覆土の部分はな。

部長：はい、ですから、汚染されて分別出来ないようなものであればですね、基本的には

出すことになると思うんです。ですから、それはもう私も岐阜なんか行って見て参りま

したけども・・・

住民：いやいやそんなよそは出さんでいいがな。お宅らの最初から言うものは、掘ったも

のは全部場外搬出しますって聞いてきたから、それを今日突然にそういうこと言われて

も困るという。

住民：前回、明言してましたよ。

住民：今までずうっと言うてきた、そう言うて。

部長：その点は・・・
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住民：常識的にやね、覆土っちゅうのは、覆土っちゅうのはあれやんか、どうもない土や

んか。それまで掘りだしてやね、やっぱ金がかかることやさかい、そういうことやろう

と思うんよ。だから仮置きっていうのは、僕のこれは推測やけれども、ずっと少のうな

ると思うんよ。ほとんどが廃棄やから、あれも全部言うてはるように全部廃棄物やから、

住民：いや、覆土って表面しただけやからね。

住民：うん、せやけどあの表面だけでも相当なもんや。

住民：あとは覆土以外は全部廃棄物よ。

住民：そういうこと言うてはるんやろ。

住民：そしたら覆土だけ取ってのけるってことやな？

部長：いや、そりゃ中に何があるかわかりませんけども、全部それはその、掘ってみて初

めて分かるわけですので、

住民：それはそうやな。

住民：掘ってみて初めて分かるって、今まで管理、監督ちゃんとしてきたんちゃうんかい

な。

住民：仮置きする言うけど、これ 2 次調査に、2 次調査にもすぐ入らな行かんのですけど。

それとも、これが出来なくなるということはないんですか？仮置き。どこに置く予定に

してるんですか？

室長：また 2 次調査の話もさせてもらわなあかんのですけども、2 次調査で影響のないとこ

ろに、当然のことながら置きたいということ思ってまして、具体的にはちょっと、2 次調

査でボーリングとかするのに支障がないところに置きたいと考えております。

住民：仕分けの仕方と、具体的にその仮設に置いた 2 次調査、2 次調査、一体どういうふう

に考えておるのか、もうちょっとこうまとめたものがないと、ああそうですかとは言え

ない。

住民：だからさ、それは 2 次対策の時に議論をする。対策するっていうんでしょう？それ

を議論していったら、さっきも言ったように、今年度中の環境省の申請出来ないし、将

来的な特措法の申請するためにも、少しでも実績を作っておきたいというのが県の意向

なんだよ。だから今年度内でやれる範囲として、この今回のプランを出してきて、そし

て、とりあえず置いておきましょうと、ペンディングなんだよね、要するにこの部分の
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扱いに関しては。そういう意図なんだよ。

住民：だけどね、これ難しいよ。今までの信用がないから。それは難しい。

住民：2 次対策が出来るか出来へんかも、はっきりわからへんことやから。

住民：ただ、1 次対策が出来なければ、2 次対策も出来なくなる可能性もあるわけだよね？

1 次対策の合意も出来ないのに、2 次対策のプランニング出来るわけがないだろうってこ

とになっちゃうからね？だから少しでも合意出来たところをやっといた方がいいってい

う・・・

住民：難しいとこやな。

住民：判断も出来るんや。

住民：いや、1 次対策反対してるわけじゃないでしょう？最初から早くやってください、早

くやってくださいってことをみんな言うてるんであって、やるんだったらその中身を検

討してるだけ、話し合いしてるだけのことであって、決して妨害してるつもりはないで

す。

住民：だから、掘ったものの分別基準をどうするかとか、どういう方法で分別するかとか、

そういうことに関しては棚上げ、一旦棚上げしましょうと、ということですよね？

部長：棚上げっていうより、まさにこれまた、きっちり話し合いをしないと・・・

住民：しなければならないから、

部長：いけない話だろうと、今までのこともしてない話

住民：ペンディングですよね？それはもう

部長：重要なポイントになってくると思いますので、むしろあの、今お話してる話とはち

ょっとレベルが違う。

住民：1 次調査の有害物の判定、これも話きっちり決まってないんじゃないですか？決まっ

てるんですか？我々納得してないこともありますよ。それをそのまま持って、流れの中

でやり取りしてるんですよね？

部長：というよりですね、ちょっと非常に無理な言い方をすればですね、当然これ、産廃

特措法の中でやろうと思えば、とにかく来年いってみれば頭出しが出来てない限りは、
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協議できないという、こういう現実があるわけですね。でもう、その期間の中で出来る

ことはなんやと、もうそれに限って、とにかくスタートしなきゃいけない。だからこれ

をまずスタートさせてくださいと、いうことでお願いをして・・・

住民：それはもう重々聞いてます。だから早いことやってください。早いことして下さい

よってことをみんなが言ってるんであって。

部長：もし万が一その時にですね、緊急にやらなければならないような事態が起きればで

すね、計画変更してでもそれを優先するということも当然あるわけなんですが、何しろ、

来年度の一年間で出来ることしか、いわば出すことも出来ない、申請が出来ませんので、

それについてお願いしたいというものですから。ですからそれ以上の話についてはむし

ろ、いわゆる本格的な工事の話、先ほどの分別のような話につきましても、まさにこれ

今までも議論って何もほとんどしてない話ですから、

住民：今日初めてだから。

部長：ですから、まさにこれからきっちりしないといけない話だろうと思いますから、そ

れはそれで、それについては時間あるわけですので、それは話をさせていただいて、ま

た専門家の先生方に意見聞かないといけないと、そういうふうに思います。

住民：ちょっといいですか？別の観点からの。4-9 のところ、揚水井戸を新たに設けるとい

うふうに、4-9 の左側のところですけど、つまりあそこを掘ることによって、撹拌する、

処分場内を撹拌する可能性があるから、地下水汚染がかえって広がってしまうんじゃな

いかっての前回お話したと思うんですね。だからそれに対する対応策として考えていた

だいたのが、この既設水処理施設の活用とそれから新しい揚水井戸の追加設置ですよ

ね？この追加設置がどの程度のものなのか、何もここ書いてないので、どういう計画な

のかっていうのが質問で一点目。それからもう一つは、ずっと住民側は言ってるんです

けども、ここの水質の変化を見るために、本当にきれいな上流の水の井戸がね、確保し

ておく必要があるんではないかと、今後の対策のためにも、この処分場の工業技術セン

ター寄りの方に、一本処分場に影響を受けない井戸を掘っとくべきではないかっていう

ことをずっと指摘してたと思うんですけど、それは今回 1 次対策に入ってない。これは

入れるべきではないかなっていう気もするんですけど、そのへんの判断はいかがでしょ

うか？

参事：まず今の上流側の井戸ですけども、県の方も必要やと考えておるんですけど、ちょ

っとまぁ、予算の都合もありまして、今考えてますのは、ちょっと遅くなってしまうん

ですが、来年度に設置するということで考えております。あと、どこにその 1 次対策で

やる井戸を設置するかっていうのは、ここというのはあれですけど、下流側のところに、

一本設置したいなと。で、ですね、これまでの 1 次調査の結果を見まして、一番効果が

あるかなというようなところに設置したいと。
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住民：これね、専門家の意見を聞いた方がいいと思います。というのはね、前もちょっと

言ったように、地下水がこの図からいうと、右上から左下に向かって流れてると必ずし

も言えなくて、地下水層やぶってるところがいくつかありますよね？そっちに向かって

流れてる可能性があるんですよね、一旦は。それから地下水層の方に向かって流れてる

ことがある。そうすると、むしろ地下水層を破ってるあたりと、この今回掘ってみると

ころの中間に掘った方が効率がいいと、いうことも考えられるわけですよね。だから揚

水井戸をどこに設置するかってそれこそやっぱり専門的な判断も必要なことなんじゃな

いかなと思うんだけど。

参事：ええ、専門家の意見は聞きたいと考えております。あと、基本的にはですね、今回

掘削しようとしてるところについては、浸透水面よりも上ですので、基本的には下に影

響を及ぼさない形でやるということですけども、今現に汚染が外へ出てるということも

ありますので、新たに浸透水を汲みあげる井戸を加えて、より汚染拡散を軽減するとい

うことで井戸を設置したいということで考えておる。

住民：だから前回はね、ここ掘ることによって地下水汚染が悪化する恐れはないかと、そ

の点について専門家の意見を聞いたのかっていう質問私したと思うんですけど、その後、

専門家の先生方との対応どうなったのかっていうこと、教えていただけます？

参事：そうですね、ちょっと今の●●さんご指摘のやつについて、ちょっと先生方のご意

見はちょっとまだ聞けておりません。早急にご意見を伺った上で、位置、今の井戸の位

置もありますし、掘削するところの汚染拡散防止対策についても出来る限り影響が出な

い形で先生方の意見も反映させた上でやりたいと考えてます。

住民：わかりました。とりあえずその来年度の予算でその上流部の処分場の影響のない井

戸を作っていただけると。いいんですね。あと、揚水井戸の場所に関しては専門家の意

見を聞いて、今後詰めていくということですね。それについては住民側との同意も了解

を提案していただけますよね。

参事：そうですね。

住民：はい、わかりました。

住民：一つよろしいですか？この 6 番なんですけども、焼却炉の跡の基礎コンクリートの

件なんですけど、東側の。その施設はいわゆる旧、一番古い、ガス化溶融炉じゃなくて、

古いそっちの方の施設ですか？

室長：今のこのドラム缶掘る真ん中の、前に撤去した木専用の東側焼却炉っていうあそこ

の
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住民：メインのとこ、メインの？解体した・・・

住民：そしたらその基礎は、ガス化溶融炉の場合やったら、基礎が粘土層やぶって、地下

水までいってましたよね？それは大丈夫？

参事：そこについては今回は触らない。

住民：いやいや、だから

参事：今のところは、今のところ杭はないと考えてます。

住民：そしたらその仮に基礎を撤去するにあたっては、その地下水に影響するとかそうい

うことは全くないということ？

参事：ええ、でまぁ、ちょっと今の水位はどうやという話はありますけども、粘土層がど

うのということはないということです。

住民：ちょっと基本的なところを教えていただいてよろしいですかね？冒頭に 0ｍ～3ｍと

いうのを訂正しますという話があったんですけども、その部分はク-5 なのかケ-3 のなの

か、両方ともなのか、確認したいんですけども？

参事：最初しゃべりましたんは、ケ-3 の方でございます。ク-5 の方はですね、ここまぁ筋

掘り、ちょっと掘ったので確認したところですと、地上面から 1.5ｍのところまでが高濃

度の VOC の汚染が出、1.5ｍより下については、分析もしましたけども、汚染が確認さ

れなかったということで、ちょっとまぁ 1.5 より余裕見てますけども、3ｍくらいで、想

定してるということです。あと実際にやってみて、当然汚染されていれば掘るというこ

とになりますけども、とりあえず基本としては 3ｍにこのク-5 のところについてはしたい

というふうに考えておるということです。

住民：はい、それでね、理解するために、ここには 7 つの場所がありますよと、次の 4-4-4

では 4 箇所になってますよと。その理解は、上の 4 箇所は、一つの長続きになって 1 箇

所になりますよと、そしてあと、3 箇所をプラスで掘りますよと、その中でク-5 だけが 0

から 3ｍ、いう形と理解してよろしいですか。

参事：そういうことでございます。

住民：そこでね、0～3ｍ、それともう一つ、別紙の中で、0～5ｍ、この 0 っていうのはど

ういう意味なんですかね？
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参事：あの、ちょっとあの、

住民：深度、

参事：あのちょっとすみません、

住民：深さ 3ｍバサッというイメージじゃないんですか？

参事：それね、あんまりちょっと意味がないかわかりません。深度 5ｍ・・・

住民：そしたら 0 を消していただいたら有難いですけど。

参事：はい。分かりました。

住民：この別添の方も 0～5 というふうに書いてますんで、5ｍ、深さ 5ｍという形で斜面の

底辺が 5ｍまでということ。そのボリュームは全部とるということは、ご説明の内容で理

解してよろしい？

参事：はい、それで結構でございます。

住民：どうもありがとうございます。

参事：もう一度分かりやすく修正させていただきます。

司会：他ございませんでしょうか？

住民：いろいろ説明いただいて、難しいんで、分かりにくいんで、前、去年 6 月に協定あ

って、8 月に署名してということで、今までに至ってると思いますけど、その時に、これ

からの協議事項とかいうものも出してるんですけども、あれは、県の方は見ていただい

ておりますでしょうかね？あれについてちゃんと真摯に取り組んでいただいてるんかな

と、いうふうにも思いますけど。こちらの方もね、例えば有害物、特管物のみでないと

かって書いてますわね、そういう意味のことを大いに言うてるわけやから。そこらへん

ちゃんと汲んでいただいてるんかなというふうに思うんです。で、前回 9 月 15 日ですか

ね、今、今日は 10 月の 27 日。時間だいぶ経ってますけども、話合いの時間も少ないで

すから、30 分増やしていただいたというもんの、なかなかそれじゃあ詰めることも出来

ないというふうに思いますけども。

それと、前回確か、決まったことはこれこれこれこれ決まったというふうにちょっと

書いてちょうだいね、というような話が出てたと思うんですけども、そういうこと出て

なかったでしたっけ？出てましたね、前回。なんかね、そのままずるずるずるずる流れ

ていってるんで、私らもね、頭回らんので、何が決まってどうなってるんかね、さっぱ
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り分からんような状況があるんですね。それが、県の方でもそういうふうにわかりやす

くまとめていただくと、有難いですね。前回確かそれ、話、●●さん言わはったんでし

たっけね、確か。違いましたっけ？ちょっとわからんからちゃんとまとめてよって。と

いうのはね、私らもね、去年 6 月に出した、決まった合意したこと、なんとかしたいこ

と、これからのこと、って書いてちゃんと出してるんですよ。あれ全然それ以上進展な

いし、県の方は、県のペースでどんどんどんどん言うてこられるから、私らそれにおっ

とっとっとって、これがこれで、っていうてる状況やから、これではやっぱり対等な話

し合いにはなかなかなりにくいんで、その辺のことちょっと考慮していただきたいなと

思います。

最初にね、おっしゃってた鉛の件とかね、あれは一つの象徴的なことで、鉛があるの

に、それはとりあえず置いといて、これ先すると、いうふうなお話でしたけども、やは

り一連のこう対策っていうのは続いて行くんですから、ある程度わかってることは道筋

を付けたような格好でやっぱり行ってもらわないと、それは後のことです、それは後の

話し合いですと、今はこれやるんですと、そう言われても、ちょっと私らもなかなか納

得しにくいんですよね。やっぱりせっかく有害物を探しに行く調査をやったんやから、

有害物探しに行く調査をやるってことは、有害物出来るだけ取るということ、というふ

うに私も思ってますので、そういうことで進んでほしいし、そういう道筋をちゃんと県

がやっていただいたら、私らもギャーギャー言うこともないんですね。信用できてやれ

ば、それでやることないんやけども、なかなかそういうふうに思えないもんやから、ね、

上手いこといかんというとこがあるんですよね。

それから、特措法、特措法って言うてはるけど、特措法で取れる範囲のもんしか取ら

んのかと、そうなってくると、私らもちょっと心配なんですよね。やっぱり有害物って

いうものがあって、出なくても、やっぱりどんなことで出るかもわかりませんし、今の

震災じゃないけども、大丈夫や大丈夫って言うたかても、先のような地震起こって、だ

ーって土砂崩れ起こったらどうするのと。そうなった時に出ませんか、と。それ言い始

めたらね、ものすごくひどくなるからっていうことはあるかもしれませんけども、私ら

それくらい心配してるんですから。

それと、人為的にそういうふうに鉛なりがここに埋められたとなったとしたら、やは

りそれはちょっと違うんじゃないかというのが、そこに住んでる者の気持ちですんで、

その辺は十分に汲んでいただかなということ、お願いしたいと。具体的な、技術的なこ

とはもっともっといっぱいあると思うんですけども、それは個々に詰めていって、早く

出来るようにしていただきたいなと。で、やっぱり 1 月半、何の合図もなくほったらか

していいのかなと。で急に 10 日に出してくれと言われても、なかなか追いつかんと思う

んですけど。以上です。

管理監：前回、次の時には協定書の案を出して頂きたいいうのと、前の１次対策の資料が

余りにも分かりにくいか大雑把過ぎるので、もっと細かい資料的なものを出して、分か

りやすい物を出してくれと、こういうふうなお話でしたね。今回、資料１の方で、幾つ

か追加させて頂いたという形で、基本的にはその前の話し合いで出た課題については、

こちらから資料を提出させて頂いて、整理をさせて頂いてるというような形で、出来る
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だけ話し合いが前回のと全然かわるというような形になるようなことの無いようにさし

て頂いてるということについては、そのような形で行っておりますので、ただ仰られる

ようにちょっと時間が、こちらの議会など色々な形のもんで、ちょっと延びましたこと

につきましては、お詫び申しますが、最初部長が申し上げましたように、この１次対策

については、まずこれで取っ掛かりをつけて、２次の方に繋げて行きたいというふうに

思っておりますので、今回の本日説明させて頂きましたこの協定書につきましては、こ

ちらから期限をくくって申し訳なかったんですけども、出来るだけそのような形で何と

かご協力できないかというのがこちらの方の思いでございますので、なにとぞ宜しくお

願い致したいと思います。

住民：すいません、発言いたします。EM 探査ってね、5 から 10ｍぐらい出来るっていう

ふうにこの前ずっと最初に言ってはったと思うんですけども、ドラム缶を探すのはとり

あえず、5 から 10ｍで、まあ、おいとこうかと、そういうことですかね？EM 探査、EM

探査というようなん書いてますけども。ボーリングで何か出たら探そやないかと。ドラ

ム缶を探しに行くっていうことについては、EM 探査でやるっていうことは、その程度ま

でしかもう出来ないと、そういうことでしょうか？

室長：今ね、地表から 5ｍから 10ｍぐらいまで、いけるんではないかというやつで、地表

からさして頂いた結果をもって・・・

住民：5ｍ、10ｍというのは、5ｍから 10ｍやから、確実なのは 5m かもしれません。

室長：分かりませんね。今、ここはね、5ｍ掘り下げたところでもう一回 EM 探査でやって

みるということで、まあそこからまた 5ｍか 10ｍところが分かる。それについては２次

対策で疑いのあるとこ、２次対策で掘ってみて出るのがあったら出すということの対応

をさして頂きたい、こういうことです。

住民：まあ、それで十分かということですけども。私もその辺ってあまり判断がつかない

けど。それとやっぱり、あれですわ。これはこれでこう決まったと言うんだったら、私

らが言ったことについて、こうですよっていうような格好で答えて頂くような形にして、

返事とかなんか分かるようにして頂くと、話の筋が分かりやすいんで。さっきでも、今

の、上流に一本サンプルの井戸を掘るなど、ずっと前から言ってたけども、そのままず

っと何も返事が無くて、聞いたらこういうように答えてもらえる、このように何かある

ような無いような感じで、それでまたうやむやになってしまってしまう気がするので、

それだけではないんですけどね。そやから、私らお願いしたことについて、一個一個答

えて頂くような格好のもんを今後頂けたらなっと思いますけど。

室長：はい、ここが１次対策ということで、２次対策としては、また平行して協議させて

頂きます。で、昨年、覚書締結させて頂きましたとこに、もうすでに合意に至ったとこ

ろと、これからまだこれからのとこと、いう仕分けをさしてもらいましたけど、あれを
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順番にやっていくっていうことはなかなかちょっと難しいと思います。で、今まで調査

の段階、あるいはそのご要望の、そちらさんの方の言うててくれはった部分を何とかク

リア出来ないかと色々な調査をもしながら、順次、なかなか平行線になってる部分もご

ざいますけども、順次、まだ協議の整ってない部分についてはお話し合いをさして頂い

てるんかなというふうに、うちは思っている所でございます。あの、何でしたかな、協

議が合意のところ、まだ出来ていないところと３種類に分けた、あれだけを順番にやっ

ていくということはなかなか難しいんですけども、調査の中であれも踏まえながら、そ

れは出来ないのでこういう調査でやるとかいうような話で、あの部分について、最後の

対策工に至るまで皆さんと話をさして頂きたいということで、今まで進んできたところ

でございますし、これからも話をさして頂きたいということで思っておりますので、宜

しくお願いします。

住民：個別に答えてもらって分かりやすいと思います、私は。あの紙の・・・

住民：ちょっと、宜しいですか？まず、この１次対策の工事をどの位の期間でやろうとさ

れているのか、ちょっとイメージがなかなかわき難いので、教えて欲しい。いつからス

タートしていつぐらいに終わるというような腹積もりであるのか？で、それから逆算し

て、先ほど 11 月 11 日位に協定書が必要だろうということを住民のほうもある程度イメ

ージを浮かべて、その合意に持っていけるようなスケジュールで住民側も考えなきゃい

けないので、そのへんの日程について分かっている範囲で教えて欲しいというのが１点。

それから、この１次対策に対する予算というのは、どのような位の規模で、国と県の

割合をどのように算段されているのかということを、分かっている範囲で教えて欲しい

なということ。

それから、この廃棄土とか色々と有害物を１万㎥を目標にして、搬出するというよう

なことを以前聞いてましたんですけども、先ほどの議論にありましたように、１万㎥や

から、とにかく出してしまうんでなしに、先ほどあったような覆土とかあのへんは汚染

度合いが少なくて、どちらかというと、汚染度合いの強い濃度のところを優先的に出し

てもらうということ。というのはですね、私も全量撤去ってなんてことは、とてもじゃ

ないけど金額的に難しければ、あちらの処分場にいくらかは絶対残さざるをえないよう

な妥協も必要であろうと思うんです。で、その時に、今、１次対策で出せる分を出来る

だけ濃度の高いところを選んで出してもらうということを、積み重ねていくことによっ

て、あそこの汚染度合いが少なくなるということで、先ほど言ったように、議論にあっ

たように、覆土とかそのへん選別の時に、濃度の高い所を優先して出してもらうという

ことを基本的に考えて頂きたいということ。で、それで、じゃあ何処に運ぶんですかと

いうこと、この前もお聞きしたんですけども、ちょっとまあ明確な、私の希望とすれば

滋賀のクリーンセンターなんかが非常に問題となっている、金額的に搬入量が少なくて

赤字体質になっているていうことを聞いてるもんで、あの辺との協調をいろいろ考えて

もらえると有難いし、処理的にも少ないし、距離的に計ってみたら直線距離で 35～6 キ

ロで、しかも１号線バイパスがだいぶと出来上がってきてますんで、ＲＤ処分場から非

常に近い距離にあるもんやから、経費的にも少なくなるし、あちの方の有効活用で考え
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て頂きたいということですね。

それから、もう１点だけなんですけど、以前、昨年の６月に合意をした時も、自治会

との間で決まるまで３ヶ月要したんですよ。皆さん、職員の方も色々毎日来られていて

も、３ヶ月も掛ったということでは、この先ほど一番目に申しましたようなことが、リ

ミットがある関係で、やはり今回はそんな訳にはいけないということを思いますんで、

県の方からも自治会宛にですね、再度出来るだけ早く合意を得られるようにというよう

なお願いみたいなものをね、して頂けると自治会のほうも発奮して、やはりやるような

体制をやっぱりしなきゃいけないというふうに思いますんで、その辺のことをご配慮頂

きたいなというようなこと、まあ４つほど申しましたけども、宜しくお願いします。

参事：すみません。まず、スケジュールでございますけども、今の１次対策について実施

計画を国の方に出して、国がどうされるかですけども、まあうちとしたら何とか今年度

末、来年の３月には環境大臣の同意を頂きたいと思ってます。そうなったら直ぐに入札

手続きに入れるように準備をしときまして、そこから入札とか契約の手続きをして、そ

れをしてるとまあ５月ぐらいになるかなと。で、それから、工事の準備とかひと月、ふ

た月かかるかと思います。で、そうすると実際に掘削を始めるのがまあそうですね、８

月ぐらいかなと。で、そこからこちらの方には６ヶ月ぐらい掘削かかると書かせておい

ておりますので、８・９・１０・１１・１２、まあ１月ぐらいいうことでさして頂いて、

あとまあ、後片付け等をして、１月か２月くらいで終わるというような形で考えており

ます。ちょっと夏場に掘ったりすると、臭いとかの心配もありますので、その辺はちょ

っと状況を見ながら進めるということで考えております。

住民：予算はどのくらい考えておられますか。

管理監：予算につきましては、はっきりした金額は今の段階で申し上げられませんので、

億の台は確かでございます。

住民：ザクッとして１億？

管理監：いえ、もっとです。

住民：もっと？

管理監：そう。

住民：で、それには国からの補助金も・・・

管理監：国からの補助といいますのは・・・

住民：45％ある？
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管理監：45％補助金が貰えるんではなしに、仮に 10 億の工事をしますと、10 億のうち 9

億円については、起債という県の借金が出来ますよと。1 億円は県の普通の財産でもって

一般財源でもってしなければいけません。で、9 億円の起債という、まあ何十年かの借金

をしますと、その借金返しを毎年していくわけですけども、それのうちの 9 億の借金に

ついて 50％特別交付税という形で国のほうは県のほうに毎年その分の対応をしてくれる

という形ですので、今、おっしゃられたような 90％掛ける 50％ですので、45％というこ

とになりますと、県は最初の一般財源で用意するものと、あと借金返しで使うものと併

せて 55％は、要は県の税金の中から対応しなければいけないというような形になってお

ります。

住民：なるほど、そういう仕組みで 45％になるんですか？

管理監：はい。

住民：分かりました。

部長：まあ、搬出を何処にするのかというお話ございましたが、まずこの１次対策で出る

ものにつきましては、これはいわゆる溶出をするようなものもありますので、県内にこ

れを持ち込めると、クリーンセンターも含めてですね、持ち込めるところはございませ

んので、現在、我々のほうでそれは探させて頂いておるということと、もうひとつ甲賀

のお話し出ましたが、栗東市さんのほうで搬出を必ずしろというふうにおっしゃられる

と、場合によってはそれ以上に強く、甲賀市さんのほうからも逆にそういうことは無い

だろうないうようなお話も聞いておりますので、それについては県のほうで、いずれに

致しましても責任を持って探さして頂きますので、それはお任せ頂きたいということで

す。

住民：すいません、ちょっと水処理施設のことでお伺いしたいんですけども、資料１の 4-9

の所に、一応水処理施設について書いておられて、表 4-4.2 のところに計画水質というこ

とで項目を６項目あげて下さってます。で、今回の調査で浸透水からも 1,4-ジオキサンと

いう VOC が出てきているわけですけども、三重のほうの処分場なんですけども、RD の

処分場の水処理施設よりも大きな水処理施設で処理されているらしいんですけども、こ

の 1,4-ジオキサンというのは水処理施設では処理出来ないということで、新たに 1,4-ジオ

キサンだけを処理するための水処理施設を作られるというようなことを、ちょっと他の

方からお聞きしました。今回、ダイオキシン・鉛とういのが入ってるんですけども、浸

透水から出ている 1,4-ジオキサンも今処理されている浸透水に含まれているのかどうと

いうことを検査して頂きたいな、分析して頂きたいなと思うんですけども、どうでしょ

うか？

参事：1,4-ジオキサンについても調べております。それで今、ちょっと浸透水は覚えており
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ませんが、地下水から環境基準の倍くらい出てたかと思います。で、確かに今の水処理

施設は基本的にそういうＳＳ性の、粒子状のものにくっ付いて取れるやつについては除

去するというような施設でございますので、1,4-ジオキサンが取れるかというと、そいう

いような目的に作られてないので、取れないです。で、どう対応するかについては、ち

ょっと三重県さんに限らずですね、他にも出ているところがありまして、皆さん苦労さ

れてます。で、今ちょっと色々技術開発が進んでる途中やというようなこともございま

すので、ちょっとそのへんも見ながらどうするかということについては、２次対策を検

討する中で詰めていきたいと考えてます。

住民：前回もですね、私がこの会議の中で一番遅れてるなということを申し上げたんです

けども、また遅れてるものが質問させて頂きます。この旧ＲＤのですね従業員さんの証

言を読みますと、まあ、あらゆる物を捨てたよと、ＪＲのまあ言うたら、便所の処理も

捨てたよと。胎盤も捨てたよと。まあ、いや色んなものを捨てましたと、こういうこと

が書いてある訳なんですね。で、これ心配するとですね、何処まで行ったらこの会議が

終わるんかなと。何処まで行けばこのＲＤ問題は終了するのかなということが、私は分

からないんです。で、この今年の 8 月 23 日に頂いております、旧ＲＤ最終処分場の有害

物の調査についてと、この資料の 2-7 ページですね、これを見てるんですが、この表ので

すね一番上の方には、埋立て判定基準、これが赤色で横に色分けされてますね？それか

ら、環境基準値、それから定量値とこういうふうに数字が書かれておりまして、色塗り

されてるのは、ここは黒は良いよと、で他に黄色とかですね数字がいっぱい書いて、赤

い色の数字もありますけども、これがですね、全部ＮＤになったら、ＮＤというのは説

明では、定量下限値未満ですか、こういうふうになればですね、これはもう綺麗になっ

たよと、安心よと、こういうことになるんだと思うんです。ここを目標にこの会議は進

んでるんだと判断するんですが、それで良いんでしょうか？で、その他ですね、注射針

が出てきたらどうかとかね、ガラスが出てきたらどう取るかとか、プラスチックやった

らどうするのかと、そういう枝葉の話をしていたんでは、この会議なかなか進まないと

思うんです。ですから着地点は何処なんかなと。で、県の方々と各団地の間でですね、

こうなれば終わりよという目標点というのは、過去に検討され徹底してんのかなという

ふうに思うんですけど、そのへん教えて頂けたら有難いんですけど。

住民：それは私が答えます。着地点が何処かということで、私はこのように考えていると

いう意見として聞いて頂きたいんですけども、基本的には合意です。社会的な合意が出

来るかどうかという所が問題だろうと思います。で、先ほど言った化学的な検査によっ

て、全く出なくなるかならないか、そこが問題ではなくて、互いにこの問題に関わって

きた人たちが、みんな合意を作っていく。で、もちろん目指してるところは、全て元の

野山に戻すっていうのが一番なんですよ。でも、それが出来るか出来ないか分からない

けども、それは様々な制約があるってことは、それは大人だったら皆分かっていること

だと思います。その中で、お互い腹蔵の無い話をしていって、合意が出来る、それが一

番だと思います。
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住民：よく分かるんですけどね、その合意する時点でですね、ある人はこれでいいと、あ

る人はいや心配やと。前回もですね、5ｍこれはいかんと、15ｍまで掘らないかんとかね、

色々出てきますね。そうすると全員がですね賛成ということにはなかなかなり難いと思

うんです。ですから、ここに書いてあるように、ある程度数字でもってね、これは OK、

これはダメというふうに何かこうハッキリしないと落ち着かないんじゃないんですか？

住民：これが OK,これがダメということも合意しなければいけないですよね、基本的に。

住民：その通りですね。

住民：結局、同じことなんですよ。

住民：そうですよ。で、その 2-7 の左の方にはですね、環境基準の以下であるというふうな

こと、それからこれはダメであるというふうにずっと左の方に書いてあるんですけど、

このように環境基準をクリアしたと、だから OK なんだと。これと同じようなケース等

ですね終了した時点でやって、この黒塗りのようになれば、これは皆文句ないと思うん

ですね。

住民：ですから、皆が文句無いというのはどこに持っていくかということをまず決めけれ

ばいけないですね。

住民：だから、それはそうですよ。

住民：だから、それは皆が文句無いという状況はどういうものなのかというところを決め

るためには、徹底的な議論が必要なんですよ。

住民：議論してもね、よくおっしゃる、まあ、化学屋さんの領域に入っていく・・・

住民：いや、化学屋さんの領域じゃないです。これは化学の話は勿論大切なんですけども、

それ以上に、例えば社会的な決断が必要なんですよ。例えば、今我々は１次対策をどう

しようかっていう話をしている訳ですけれども、この１次対策をしなければいけないと

いうことは皆納得している訳ですよ。ただ、この１次対策で充分かっていうと、それは

皆そんなことは無いと思っている訳ですよ。それはなんですか、社会的な条件の中で自

分たちが今何が出来るのか、それが将来にとって少しでも前に進むんだったら、やむを

えないではないか、いややった方が良いだろうかという合意を作っている訳ですよ。こ

れは化学的な問題では無い訳ですよ。

住民：最終的にはね、こういう数字とこういうもんで行かないと解決しないですよ。

住民：それはね、例えば福島原発でもそうですけど、何ミリシーベルトだから安心だとか
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言われてもね、それは納得そう簡単には出来ないです。そりゃ、化学的な知識は勿論必

要ですよ。だけども、その基準があったから納得しろって言ったって、人は納得出来ま

せん。

住民：ただね、私は第１次の点については、これは進めて行ったら良いんだと思うんです。

で、そこで不満足の所もあるかも分かりませんけども、これは期限の問題もありますし、

進めていかないかんということは理解しているつもりです。で、第１回の第１ステップ

はそれで終わりじゃなくって、第２ステップがまたあるなあというふうに思います。で、

そしたらエンドレスで行くんかという訳にはいかないでしょう？ですから、そこで、こ

れで終わりましょうということで握手できる、そこの到達点ですね、それはここに置く

という何か欲しいなという気がするんですよ。だから、ある人は東京まで行くつもりや

ろうし、ある人は北海道まで行くと思う、何処まで思うてるか分からへん訳ですね。だ

から、その何か灯かり言うとおかしいですけど、何か法的にとかいうふうになると、こ

こに書いてある赤線とかですね書いてありまして、まあ、埋立環境基準ですか、ここで

合格したら OK ですよというふうに皆さんコンセンサスとしてあるんかなと。これはダ

メなんですか？これは効果があるからこういうふうにしてみてるんでしょ。

住民：今、その話しせんなんですか。私と話しません。

住民：そんなん、ダメですよ。それは個人的に・・・

住民：ちょっと今、場所も時間ももったいないんですよ。

住民：遅れ過ぎてるということですか？

住民：うん、・・・

住民：じゃあ、教えて頂きたいと思うんです、また後日教えて頂きますけど。

住民：はい、また・・・

住民：簡単に説明できないんですか？

住民：簡単には出来ないです。大変難しい問題で、ぼくらでもものすご時間掛かります。

住民：そういう問題ですか？

住民：すいませんけど、そうしてもらえません？

部長：今、お話ありましたようにですね、一定そうした環境基準内のその数値というもの
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もですね、当然目安になるなるだろうと思うんですが、ただ、これは先ほどの●●さん

の方からちょっとお話があったようにですね、これはある意味で我々県の方の対応も悪

かったんだろうと思うんですが、住民の皆さんに色んなこうご不審やご不安を与えてし

まっているような、こういう結果もありますので、やはりそれでは満足できないとかで

すね、色んなまあそうした点もございますので、やっぱり双方が納得できる、特に住民

の皆さんも、大方の方々が同意が出来るというかですね、納得が出来るというところま

でやっぱり持っていかない限り、こらはやはり皆さん安心できないだろうと思いますの

で、これはこれからじっくりまた話し合いの時間もございますので、ぜひそれでお願い

をしたいというふうに思ってます。

住民：私もそのように思います、はい。どうも有難うございました。

住民：よろしいですか？あのですね、今回やられる調査の地点の炉の後の場所ですけどね、

これは基礎の部分は取って頂けないんですか？東側の炉の方は、基礎の部分を取って EM

探査しますということなんですけども、今、この場所もコンクリ残ってますよね？コン

クリが残ってますよね？今やるところの。そいでね、コンクリが残ってますよね？それ

は取ってね、同じ分、そこと。

室長：取ります、取ります。

住民：それも取ってくださいね。東側だけじゃないね？

室長：これが東側なんですか。

住民：あっ、これが東側ですか？もうひとつの東側の深い、あのこと言ってるんです。

室長：あれは、南側、

住民：あっ、そうですか。それは申し訳ない。

室長：最初の時、まあ

住民：ああ、はい、分かりました。

住民：最初の説明で、感染性医療廃棄物いわれたんだけど、これはまあ医療系廃棄物だけ

ど、どっちを取ったら良いのか？今日の最初の説明では、感染性医療廃棄物言うたけど、

これ見ると医療系廃棄物になってんねけど、感染性と医療系とちょっと違う思うんだけ

ど、廃棄物の種類が。一緒でええんですか？

参事：実際、なんちゅうの、血液とかですねそういうのがあったら、感染の恐れがあるよ
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うなもんという解釈のほうが良いかと思います。例えばそういう医療現場から出たやつ

でも、きれいなやつで、要は有害物が付いてなければ問題ないと思いますけども、ここ

については、そういう感染の恐れのある、現時点で恐れのあるものがあるということで

すので、感染性ということで解釈して頂くのが良いかと思います。

住民：ということは、全部は廃棄処分せえへんということやね。だから廃棄物と。

参事：えっ？

住民：医療系は全部は出さへんということ？

参事：そうです。ここ掘って、そういう、ここでいう特管相当物となってますけど、そう

いうものについては出すということなんですが。

住民：医療系を全部出すということではないわけ？

室長：ここの場所で見つかった中には、血液が入ったものが入っとったということを含め

て、特管物ということをいうことで、取りに行くんですけども、ここのエリアを掘って

出てきた医療系のやつは今出すと。

住民：それは全部ですね？

室長：はい。

住民：はい、分かりました。

住民：いいですか？今後は多分ね、6 自治会のほうでちょっと話し合いをしなければいけな

いと思うんですよ。今日は 9 時半まで目一杯使ってしまうと、我々もなかなか再度集ま

ることは難しいので、出来たらその時間を少し余裕を持って頂きたいなあと思うんです

けども。

室長：はい、ご質問がもうこれで大体して頂いたようであれば、●●さんご提案頂きまし

たが、また 6 自治会で、色々話をして頂くことで、そういうスケジュールもちょっと考

えて頂く必要があるかと思いますので、あとちょっと時間残っておりますので、ここで、

この場所で、またそのへんを 6 自治会のお話をして頂けるようなことがありましたら、

使っていただければと思います。宜しくお願いします。

住民：はい、ちょっとその前に、ここの水処理装置の概要いう部分は出てるんですけども、

もっと詳しい資料、機会があったら出して頂きたいんですけど、現在、一からどういう

ふうな動かし方してんのか、１日どれだけ動かしてんのか、月にどれだけ動かしてんの
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か、排水量はどれだけなのか、各ポンプはどういう深さで、構造ってどうなっているの

か、流入原水の水質はどうなっているのか、放流はどうなっているのか、要するに有害

物はどういう有害物はどれだけの除去率でやっているのか、そういうものをもっときち

っと出して欲しい。これでは、ちょっと判断しようがない。この装置の余裕があるので、

今後それに入れて行きたいというけど、何の余裕なのか、有害物を除去する余裕なのか、

水の量の余裕なのか、いろんな、余裕っていうのはいろんなものがありますからね。そ

れをもっと詳しく丁寧に、資料をあげて頂きたい。

参事：また、その辺は資料をまとめて、早急に出させて頂きます。

住民：最後にひとつよろしいですか。有害物調査検討委員会の先生方はですね、この案を

見てどんなふうにコメントを出されておったか、そのコメントを聞きたい。

室長：はい、8 月の委員会にこれとほぼ同じ資料の段階で、委員に見て頂いております。特

に、それでダメだという意見はなかったというように感じております。ただ、まあ特に

ここどうなんだという部分、先ほどちょっと、ここ聞いたらどうやといわれる、井戸の

関係とかもありましたので、その辺はまた個別に聞かせて頂こうかなと思うとるんです

けど、その時は場所はこれから浸透水の井戸の検査がまだでしたので、そのへんで汚い

水を吸い上げるのが一番いいのかなと説明させて頂きまして、ああそうかなと委員さん

も思っていただけるかなと思っているんですけど、まあ、データ出たなかで、何処を掘

ったら一番いいのかなっていうあたり、ポイントでご意見を頂くことになるのかなと思

います。ほぼこれに近いものを出させて頂きまして、特にダメだという、こうしたらい

いんじゃないか、ここをこう変えよという意見は頂いておりません。はい、先ほど●●

さんご提案いただきました 6 自治会で話しをという・・・。

住民：あのちょっと、私どうやって仮置きとか、そういう出すとかいうやつで、どうやっ

て分別するんですかていうことなんですけど、ちょっと明確な話がないんやけど、１次

調査でもその辺の有害物の判断っていうのが、ちょっとまだ話が結びついてません。住

民と話がついてない所もありますし、このデータも K-3 とか K-4 とか、今回やるという

ボーリングの絵を見てても、何処に有害物があるんだろうかなという内容のものがある

んで、へたをするとこれ全く出てこない、排出も何も無いじゃないんかなという、全く

とは言いませんが、特管物とかはありますんでね。しかし、何となく気になる。そのへ

んをもうちょっとハッキリ明確に出して頂きたいんですけど。

管理監：以前から説明させてもらってますように、１次調査等で明確に資料１にも書いて

る、先ほど言っております特管物とかドラム缶とか、こういうものは、特にドラム缶と

かは一回見えたものをまた埋め戻したとかいう部分もありますので、そういう部分につ

いて、今明らかになっている部分だけをまずは手を付けさせて下さいという形で、今ま

でも説明をしてたということですので、今我々が説明している部分を出すという部分に

ついては、一応、出すことについては合意が出来ておるかなと思うてるんですけども。
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住民：掘削して出しますということでね、その次になるとそれは次の問題で、今回の問題

やないんやということは分かるんですけど、仮置きばっかりになってしまうなという・・・

管理監：先ほども言いましたように、当然、ちょっとうちの方申し訳ない点もございます

けども、その選別の機械の性能であるとか、あるいは選別の仕方とかね、そういう部分

についてはまだ確たるものをこちらも持っておりませんので、そういう方法があるとい

う部分があるんで、その方向で行きたいという形で今後説明させて頂くという形で、仮

置きした物をそのまま放っておくという様な事は、今まで我々も言っていないと思いま

すんで、いわばどれをどういうような形でしっかりと出せるかと、選別の工事がどのよ

うなものでとかいう部分についても、今後お示ししながらご議論をしていきたいという

ふうに思っております。

住民：はい、あのね、１次調査はまあ１年間で出来る範囲のことをやってもらうと。そう

するとね、１次調査で結構たくさん出してもらって、あと２次調査では少ない目という

形ですけども、今のあれですと、１次調査は１回目でなんで、２次調査でその不備を補

ってもらうということですね。

部長：というよりも、むしろ１次調査の方はごく僅かで、本体のほうが大分多くなるだろ

うというように思います。それからあと、●●さんご心配だったやつの話でもですね、

実は来年度、相当大きな予算要求をしないといけないと思いますが、予算要求をした上

で、どっか積んでおくなんてことは、それだったらお金要りませんので、ほとんどがむ

しろ処分費がほとんど大きなものになってしまうと思いますので、いわゆる、どっかに

積んでおくというようなであれば、そんなに予算も必要ない訳ですので・・・

住民：あの私ね、やはりね、心配するのはね、１次対策でですね出るのが少なかったとい

うことで、もう２次調査の場合も、もうあんまり進まないという感じのが心配なんです

よ。そんでね、やっぱり、先ほどの鉛のことも出てましたし、全量撤去というのは無理

やと思うんですけど、出来るだけ出していくということですのでね、僕もまあ出来るだ

け早くね、１次対策の工事を進めてもらいたいと思うんですけど。で、進めてもらう中

で、やはり不備な点も出てくると思うんですけど、またもう一回２次対策の時にね、色々

ないろんな意見が出てますね？そういうことも踏まえて、やって頂きたいと、そう思う

んですよ。やっぱり、出る量がねやっぱり色んな１次調査をやってもらってますのでね、

こっちが思っているよりも少ないとかいうようなことになっても困りますので、やっぱ

り、それでもしも１次対策のところで少ない所でしたら、もういっぺん、ちょっとここ

が問題やという所は徹底的にやって頂いて、やっぱり先ほど納得いうのは出ておりまし

たので、その出来なかった部分については、２次対策の方で完全にやって頂きたいとい

う形で進めてもらいたいと。

部長：まさにおっしゃられるとおりの考え方でさせて頂きたいと思います。
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室長：そしたら、あと 30 分ほどございますので、6 自治会の方で、ちょっとまたしゃべっ

て頂く時間にさして頂きたいと思います。

住民：●●さんラストで。

住民：6 自治会で話し合う訳ですけども、この本日の中心協議になっております協定書です

ね、これは県の方で作って頂いたのですが、これの修正、それから削除、また追加、そ

ういうなことを 6 自治会の場で話しても、それは出来ることですね。

部長：それを拒否してたんでは話になりません。

住民：えっ、

部長：それを拒否してたら話になりません。

住民：はい、そうですか。また話し合い。

部長：やって下さい。

住民：分かりました。それじゃ、その点も充分考えて。で、この協定書というのはですね、

今はまあとりあえず１次対策についての協定書ということですか。２次対策については、

また・・・

部長：全く別の・・・

住民：別になるんですか。そういうことですか。

部長：はい。

住民：分かりました。

室長：それでは、30 分ございますので、ちょとまたご協議頂きたいと思います。

以上


